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第 一 章 総 則

（ 名 称 ）

第 一 条 本 会 は 、 九 州 大 学 法 政 学 会 と 称 す る 。

（ 事 務 所 ）

第 二 条 本 会 の 事 務 所 は 、 九 州 大 学 法 学 部 事 務 室 に 置 く 。

（ 目 的 ）

第 三 条 本 会 は 、 法 律 学 ・ 政 治 学 の 研 究 お よ び 発 表 を 目 的 と す る 。

（ 事 業 ）

第 四 条 本 会 は 次 の 事 業 を 行 う 。

一 雑 誌 『 法 政 研 究 』 の 刊 行

二 研 究 会 、 講 演 会 の 開 催

三 そ の 他 評 議 員 会 に お い て 適 当 と 認 め た 事 業

第 二 章 会 員

（ 会 員 ）

第 五 条 本 会 は 、 次 の 者 を も っ て そ の 会 員 と す る 。

一 九 州 大 学 大 学 院 法 学 研 究 院 （ 比 較 社 会 文 化 研 究 院 法 学 政 治

学 関 係 教 官 を 含 む ） の 教 授 、 准 教 授 、 講 師 お よ び 助 教

二 九 州 大 学 大 学 院 法 学 府 、 法 科 大 学 院 、 法 学 部 お よ び 大 学 院

比 較 社 会 文 化 学 府 の 学 生

三 九 州 大 学 大 学 院 法 学 府 、 法 科 大 学 院 、 法 学 部 、 お よ び 大 学

院 比 較 社 会 文 化 学 府 の 卒 業 生 で 、 評 議 員 会 の 承 認 を 得 て 入

会 し た 者

四 九 州 大 学 大 学 院 法 学 研 究 院 （ 比 較 社 会 文 化 研 究 院 法 学 政 治

学 関 係 教 官 を 含 む ） の 名 誉 教 授 そ の 他 評 議 員 会 に お い て 推

薦 し た 者

五 『 法 政 研 究 』 へ の 執 筆 に 際 し て 『 法 政 研 究 』 編 集 委 員 会 の

承 認 を 得 て 入 会 し た 者

六 九 州 大 学 大 学 院 法 学 研 究 科 、 比 較 社 会 文 化 研 究 科 の 学 生 お

よ び 卒 業 生 に つ い て は 第 二 号 お よ び 第 三 号 を 準 用 す る 。

｜ ｜ （ 略 ） ｜ ｜


